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◇ 鳥取県西部地震災害復興本部設置規則（職員課）…………………………………………………

◇鳥取県西部地震災害復興本部設置規則

設置（第 条関係）

鳥取県西部地震 係 災害復興対策 的確 対処 、鳥取県行政組織規則第 条 規定 基 、

鳥取県西部地震災害復興本部（以下「本部」 。） 置 。

所掌事務（第 条関係）

本部 、次 掲 事務 所掌 。

（ ） 土木施設 他 施設 災害復旧 関 。

（ ） 被災住民 生活再建 支援 関 。

（ ） 被災市町村 支援 関 。

（ ） 他鳥取県西部地震 係 災害復興対策 関 。

本部長（第 条関係）

（ ） 本部 本部長 置 、知事 充 。

（ ） 本部長 、本部 事務 掌理 。

事務局（第 条関係）

（ ） 本部 庶務及 災害復興対策 進行管理並 被災市町村 連絡調整等 処理 、災害復

興推進室（以下「推進室」 。）及 災害復興推進室西部事務所（以下「事務所」 。） 置

。

（ ） 推進室 室長 置 、推進室 事務 掌理 。

（ ） 事務所 所長 置 、事務所 事務 掌理 。

施行期日

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県西部地震災害復興本部設置規則 公布 。
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鳥取県規則第 号97

鳥取県西部地震災害復興本部設置規則

（設置）

第 条 鳥取県西部地震 係 災害復興対策 的確 対処 、鳥取県行政組織規則（昭和 年鳥取県規則

第 号）第 条 規定 基 、鳥取県西部地震災害復興本部（以下「本部」 。） 置 。

（所掌事務）

第 条 本部 、次 掲 事務 所掌 。

（ ） 土木施設 他 施設 災害復旧 関 。

（ ） 被災住民 生活再建 支援 関 。

（ ） 被災市町村 支援 関 。

（ ） 他鳥取県西部地震 係 災害復興対策 関 。

（本部長）

第 条 本部 本部長 置 、知事 充 。

本部長 、本部 事務 掌理 。

（事務局）

第 条 本部 庶務及 災害復興対策 進行管理並 被災市町村 連絡調整等 処理 、災害復興推

進室（以下「推進室」 。）及 災害復興推進室西部事務所（以下「事務所」 。） 置 。

推進室 室長 置 、推進室 事務 掌理 。

事務所 所長 置 、事務所 事務 掌理 。

附 則

規則 、公布 日 施行 。
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